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は　じ　め　に
　1991年の国際連合総会（UN）において，世界
中で年間約 100万件の自殺が生じていて，社会経
済的に深刻な問題であり，国のレベルで自殺予防
に対する具体的な行動を開始することが提唱され
た．それに応えて，1993年 5月 25日から 29日ま
で，カナダのカルガリで UNと世界保健機関
（WHO）合同で自殺予防のための包括的国家戦略
ガイドラインの立案と実施のための専門家会議が
開催された．14ヵ国から約 20名の専門家が参加
し，1週間にわたって各国の自殺の現状を発表し
た．各国の実情は多岐にわたった．たとえば，す
でに国のレベルでの自殺予防対策を始めている国
（フィンランド），自殺予防に特化するのではなく

精神科医療水準の底上げを図ることが先決である
との結論を下した国（オランダ），若者の自殺が深
刻な社会問題となっている国（オーストラリア，
ニュージーランド），中高年の自殺が深刻な国（日
本）1,8），ソビエト連邦からの独立前後で自殺率の
変化をみた国（エストニア），感染症や飢餓対策が
優先されて精神保健に十分な対策を取ることがで
きない国（ナイジェリア）などであった．

Ⅰ．UN⊘WHOガイドライン
　カルガリ会議における議論に基づいて自殺予防
のためのガイドラインをまとめ，1996年に UNに
おいて最終的に承認され，各国に配布された9）．
　前述したように，カルガリ会議に参加した14ヵ
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国ですら自殺の実態は多様であった．この現実を
直視して，ガイドラインの冒頭では，「すべての国
や地域に一律に応用可能な自殺予防対策などはな
い．関係者が十分に議論した上で，ガイドライン
を参考にして各国や地域に応じた対策を立てるこ
とが必要である」と強調されている．以下，この
ガイドラインを UN/WHO自殺予防ガイドライン
と呼ぶ．その要点を表 1にまとめておく．これか
らも明らかなように，UN/WHO自殺予防ガイド
ラインでは，精神保健領域の対策が中心であり，
後に 2006年にわが国で制定された自殺対策基本
法のように，多重債務者への救済策といった，経
済対策は具体的な項目として挙げられていない．
経済対策からの自殺予防は具体的に項目が挙がっ
ていないものの，「1．各国の実情に合わせて独自
の対策を立てる」　「9．総合的にサポートする」な
どの項目を考えて，自殺と債務の間に深刻な問題
があるととらえるならば，自殺予防対策に経済対
策を加えるという発想も当然出てくるであろう．
　最後の項目に，「マスメディアとの協力関係を

築く」とあるのも独特である．高度に情報化した
現代社会において，たとえば，著名人の自殺がセ
ンセーショナルに報道されると，他の複数の自殺
が引き起こされる群発自殺（cluster suicide）と
いった現象も知られている3,5）．しかし，単にマス
メディアを非難するだけでは問題解決にはなら
ず，適切な報道が自殺予防にもつながることが強
調されている．
　各国や地域が自殺予防対策を進めるにあたっ
て，次のような流れで進めていく必要があると指
摘されている2）．
1． 自殺の実態の把握：効果的な自殺対策を実施
する上で，自殺の実態が把握されていること
が出発点となる．

2． ターゲットの設定：関係者が十分に議論し
て，何がもっとも深刻な問題で，どこから対
策を始めるべきかという点についての合意を
形成する．

3． 実情に合った予防対策の立案と実施：最新の
自殺予防対策をいかなる国や地域でも一律に
行うことができるわけではない．予算も人員
も限られている中で，「今，ここから」という
発想で自殺予防対策を立案し，実施に移す必
要がある．

4． 対策の評価：自殺予防対策はけっして短期間
で効果が現れるものではない．適切な方針の
もとで中長期的な対策を立て，それを実施す
る．そして，対策を実施したら，その効果を
かならず評価する．

5． 予防対策の改善：評価された内容をもとに，
対策を改善し，より効果的な対策を実施でき
るようにする．

Ⅱ．自殺率の目標値
　国のレベルでの自殺対策を開始するにあたっ
て，かならず数値目標が議論される．たとえば，
わが国では年間約 3万件の自殺が生じているが，
それをただちに 0にするというのは非現実的な目
標である．さて，どのあたりを目標値とすべきで
あろうか？　これにはいくつかの考え方がある．

表 1　UN/WHO自殺予防国家戦略ガイドライン

 1．各国の実情に合わせて独自の対策を立てる
 2．自殺に関する研究，訓練，治療のための組織を作る
 3．総合的な取り組みを図る
 4．何が問題になっているのかを明らかにする
 5．正確なデータ収集システムを作る
 6．ハイリスク者への対策を徹底する
 7． ハイリスク者を長期にフォローアップするシステム
を作る

 8．問題解決能力を高める
 9．総合的にサポートする
10．患者を抱える家族をサポートする
11．ゲートキーパー訓練プログラムを作る
12．精神障害や自殺予防に関する正確な知識を普及する
13．専門家に対する教育
14．プライマリケア医に対する生涯教育
15．プライマリケア医と精神科医の連携
16．生命の価値を再考する
17．自殺予防教育を実施する
18．自殺に用いられかねない危険な手段を規制する
19．自殺後に遺された人をケアする
20．マスメディアとの協力関係を築く

（文献 9より引用）
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① 現在よりも 10～20％減少させることを目標に
する

② 交通事故死者数と同数程度にする
③ 世界の平均自殺率
④ アジアの平均自殺率
⑤ G8諸国の平均自殺率
　①は各国の自殺予防対策においてもしばしば出
てくる数値目標であるが，合理的な根拠があるわ
けではない．たとえば，わが国の自殺総合対策大
綱でも「自殺対策の数値目標を 2016（平成 28）年
までに，2005（平成 17）年の自殺死亡率を 20％以
上減少させることと設定する」とある．
　さて，筆者（高橋祥友）はこの点について自殺
予防を専門とする多くの臨床家や研究者に質問を
してきたのだが，WHOで長年にわたり精神保健
および自殺予防対策の担当官を勤めてきた Jose 
Bertolote博士の意見がもっとも妥当なものであ
ると思われたので，紹介しておきたい．
　まず，男女別に，横軸に年齢，縦軸に自殺率を
とって，自殺曲線を描いてみる．そこで，もっと
も深刻な性別，年代をターゲットにして，自殺予
防対策を実施する．ある期間（5～10年）でその
自殺率をたとえば 30～50％下げることを目標に
する．その期間が過ぎたら，自殺曲線を新たに描
いてみて，次のターゲットにすべき群を定めて，
そこを対象としてさらに自殺予防対策を進めてい
く．何％下がったから，それでよしということは
なく，これを繰り返していくというのが，Berto-
lote博士の意見であった．

Ⅲ．フィンランドの自殺予防対策
　自殺予防対策が成功した国の例としてしばしば
フィンランドが挙げられるので，簡単に紹介して
おく．図 1に示すように，フィンランドの自殺率
は 1990年には人口 10万人あたり 30を超えていた
のだが，10年以上かけて自殺率を約 3割低下させ
た．筆者は 2005年 2月にヘルシンキを訪問し，自
殺予防活動に主要な役割を果たした人々を訪問
し，意見を交換した．以下のデータは筆者がフィ
ンランドを訪れた当時のものである6,7）．

　フィンランドについての基本的な情報を述べる
と，北欧の一院制の議会制民主主義国である．国
土は 34万 km2と日本よりやや小さく，人口は約
520万人である．フィンランド全体の精神科医の
数は 1,400人（特別な資格を有する精神科医 1,100
人）であり，人口あたりの精神科医数はわが国の
約 2倍にあたる．
　自殺予防対策の第一段階として，国立公衆衛生
院（NPHI）の Jouko Lönnqvist博士が責任者と
なって自殺の実態が調査された．1987年 4月～
1988年 3月にフィールドリサーチを実施し，1年
間にフィンランドで生じた自殺 1,397件について
心理学的剖検の手法を用いた調査を実施し，分析
した．この調査の目的を説明され，参加に同意し
た遺族の率は 96％という高さであり，この調査結
果はベースラインのデータとして貴重な情報源と
なった．その要点は以下の通りである．
① 自殺者の大多数（93％）は最後の行動に及ぶ前
に何らかの精神障害の診断に該当する状態に
あった．
② うつ病，アルコール依存症，あるいはその両者
の合併で，全体の約 8割を占めていた．
③ ただし，適切な治療を受けていた人はごく少数
であった．
④ 男性が自殺者全体の 3/4を占めていた．
　また，国立福祉健康研究開発センター
（STAKES）は具体的に地域における自殺予防対

図 1　フィンランドと日本の自殺率の比較
（フィンランドと日本の厚生省資料
より高橋祥友が作成）
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策を地道に実施していくという大きな役割を担っ
た．
　このようにメディカル・モデル（medical 
model）とコミュニティ・モデル（community 
model）が互いに緊密な関連をもってこそ，有効
な自殺予防対策が実施できるというのは，近年の
自殺予防学の常識である．フィンランドもこの両
者の連携が円滑に進んだ例といってよいだろう．
　ごく簡潔に解説すると，メディカル・モデルと
は，自殺に直結しかねない重症の精神障害を早期
の段階で発見し，適切な治療に導入し，自殺を予
防する．これは high‒risk approachとも呼ばれ
る．一方，コミュニティ・モデルでは，地域の健
康な人を対象に早期の問題認識と援助希求的態度
を高めるような教育を実施していく．これは
population approachと呼ばれることもある．コ
ミュニティ・モデルでは，具体的には次のような
点を強調する．
・ 困った時には助けを求めるべきであるという
メッセージを伝え，助けを求めるのはむしろ適
応力の高い反応であると教育する．

・ どこに助けを求めたらよいかという点について
適切な情報を提供する．

・ 地域の人々に対して精神障害についての正しい
知識を教育する．

・ 同時に，精神障害に対する偏見を減らすように
働きかける．

　1992年には STAKESは“Suicide Can be Pre-
vented”（自殺は予防できる）という冊子を出版
し，フィンランドの予防対策の方針をまとめ，と
くに次の 2点を強調している．
① 自殺は単独の原因から引き起こされることは稀
であり，ほとんどの場合，多くの原因が複雑に
絡み合って起きている．したがって，さまざま
な領域で活動する人々の協力が欠かせない．社
会全体が関心をもたなければ有効な自殺予防対
策にはならない．

② 一般には，ある日突然，何の前触れもなく自殺
が起きているように考えられているが，実は，
長い期間にわたって問題が山積していき，その

末に自殺が起きる．したがって，適切な介入の
機会はそれまでにも何度もあるはずである．ど
のような人に危機が迫っているのか，どのよう
に救いの手を差し伸べなければならないのかが
重要な課題となる．
　このようにメディカル・モデルとコミュニ
ティ・モデルの緊密な連携がフィンランドにおけ
る自殺予防対策が奏功した背景にあった．さら
に，関係者は当時のフィンランドの内外に起きた
社会経済状況の変化も指摘している．すなわち，
この時期にソビエト連邦が崩壊し，隣国からの脅
威が劇的に減った．さらに，ノキアをはじめとす
る IT産業が好調で，経済的にも安定した時期で
あった．このような社会経済的な要因も自殺率が
確実に減っていく背景にあったのではないかと指
摘されている．

Ⅳ．韓国の自殺率の推移
　次にアジアの状況をみてみよう．2011年 12月
4日に台湾の台北市で「2011 International Suicide 
Prevention Conference」が開催された．比較的小
規模な会議であり，東アジア地域で自殺が深刻な
社会問題となっていることから，今後，台湾，韓
国，日本の間で自殺予防対策に関して意見交換を
行おうという合意が形成された．
　その際にソウル大学精神科教授 Ha Kyooseob
博士の発表から，その要旨を紹介したい．図 2に
アジア諸国でWHOに自殺率を報告している主な
国の率を示した．なお，WHOに自殺率を毎年報
告している国ばかりではない．国によってWHO
への報告年に数年の差があるので，これはおよそ
2010年前後の率ととらえてほしい．最近では，韓
国は日本の自殺率を超え，アジアの中でももっと
も自殺率が高い国の 1つとなっている4,10）．
　図 3に示すように，過去 20年間に韓国の自殺率
は約 3倍も上昇した．さらに，年代別にみると，
図 4に示すように，高齢者層の自殺率の上昇が著
しいことも明らかである．
　近年の自殺率の急激な上昇の社会的背景とし
て，Ha教授はさまざまな要因を挙げていた．国民
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総所得の増加，教育水準の上昇，農業人口の減少
とサービス業や専門職の増加，女性労働人口の増
加，結婚率の減少と離婚率の増加，核家族化，高
齢人口の急増，犯罪件数の増加と若年化など，急
激な社会経済的な変化が近年の自殺の急増の要因
として挙げられるという．さらに，わが国以上の
インターネット社会である韓国では，著名人の自
殺がインターネットを通じてセンセーショナルに
伝わってしまう傾向があり，群発自殺が発生し，
拡大する要因の 1つにもなっている．近年になっ
て，韓国においても国のレベルにおけるさまざま
な自殺予防対策が開始されている．
　Ha教授の発表の最後にまとめとして述べられ

た言葉が筆者には強く印象に残った．その大意は
「韓国は民主化も経済発展も果たした．さて，韓国
はこれから未来に向かってどこに進んでいこうと
しているのか，これこそが最大の問題である」と
いうものであった．これは韓国だけに対する指摘
ではなく，わが国にもそのままあてはまる意見で
あるように思われた．

お　わ　り　に
　本論では，まず UN/WHO自殺予防ガイドライ
ンについて簡単に紹介した．これは自殺予防に向
けた包括的な手引きではあるものの，世界の各
国・各地域にそのまま応用可能なものではなく，

図 2　自殺率の比較（日本とアジア，WHO）
（文献 10より引用）
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これを叩き台にして，地域の実情にそった独自の
対策を立てるべきである．あくまでも関係者の合
意に基づいた「今，ここから」の発想から出た対
策を実施する必要があることを主張している．
　また，自殺の増加は東アジア地域に共通する社
会問題であるという認識も生まれつつあり，この
地域の連携は今後ますます必要性が高まるであろ
う．2011末に台北で行われた自殺予防対策に関す
る意見交換の場でソウル大学精神科教授 Ha Kyo-
oseob博士が指摘された「民主化も経済発展も果
たした．さて，我々はこれからどこに向かうのか，
これこそが最大の問題である」という言葉は，今
後の東アジア諸国に共通してあてはまる指摘のよ
うに思われた．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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The National Strategies for Suicide Prevention by the United Nation／World Health 
Organization and the Present Situation of Suicide in the East Asia

Yoshitomo TAKAHASHI, Sho TAKAHASHI, Yoshihiro IMAMURA, Rira YAMASHITA

Department of Disaster Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Tsukuba

　　We discussed“Prevention of suicide：Guidelines for the formulation and implementation of 
national strategies”formulated by the United Nations and the World Health Organization in 
1996 and the present situation of suicide in the East Asia. Although much public attention has 
been paid to a high suicide rate of Japan in the world, the increasing tendency of suicide rates 
have been found in other East Asian countries as well. For example the Republic of Korea 
shows a recent suicide rate higher than 30 per 100,000, which surpasses the suicide rate of 
Japan. Facing the fact, various measures for suicide prevention have been conducted. The UN 
guidelines for suicide prevention point out that these strategies should be discussed to meet 
each country’s need for more appropriate suicide prevention. The Japanese government had 
the Basic Law on Suicide Prevention enforced in 2006 to implement measures that society 
must tackle because various social factors are behind suicides. In recent years, some countries 
in the East Asia also show increasing suicide rates, which attract the society’s serious concern. 
The rapid economic growth and globalization have led to personnel cut, performance‒based 
compensation, and the widening gap between the rich and the poor and the society cannot 
maintain the conventional employment system. In addition, socio‒economic changes have 
brought collapse of the original societal and familial system, which might have existed behind 
the increase of suicide in this region.
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